
                           大里広域市町村圏組合公告第１号 

 

 業務委託について、下記のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政

令第１６号）第１６７条の６第１項及び大里広域市町村圏組合契約規則（平成２０年規則第２号）

第１８条の規定に基づき公告する。 

 

 令和８年１月２１日 

 

                                大里広域市町村圏組合 

                                管理者 小 林 哲 也 

 

記 

１ 対象業務委託 

 ⑴ 委託業務名  大里広域クリーンセンター不燃物処理施設資源回収業務委託（その２） 

 ⑵ 委 託 場 所  熊谷市大麻生２００番地２（大里広域クリーンセンター内） 

 ⑶ 委 託 期 間  令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 ⑷ 業 務 概 要  有価物と不燃ごみの手選別作業 

 

２ 入札日時及び場所 

 ⑴ 入 札 日 時  令和８年２月２７日（金） 午後２時００分 

 ⑵ 入 札 場 所  大里広域市町村圏組合立熊谷衛生センター ２階会議室 

          （熊谷市西別府５８３番地１） 

 

３ 資格要件 

  入札に参加する者は、次の要件を全て満たすものであること。 

  ⑴ 次の条件のいずれかに該当する者 

   ① 熊谷市物品等競争入札参加者の資格等に関する規則における熊谷市物品等競争入札参

加資格者名簿に登載されている者で、当該規則における埼玉県電子入札共同システムに

おいて、業務区分「物品等」、業種「建築物管理」の「廃棄物処理業務」で登録されて

いる者 

   ② 深谷市物品等競争入札参加者の資格等に関する規程における深谷市物品等競争入札参

加資格者名簿に登載されている者で、当該規程における埼玉県電子入札共同システムに

おいて、業務区分「物品等」、業種「建築物管理」の「廃棄物処理業務」で登録されて

いる者 

   ③ 寄居町物品売買等競争入札参加者の資格等に関する規程における寄居町物品売買等競

争入札参加資格者名簿に登載されている者で、当該規程における埼玉県電子入札共同シ

ステムにおいて、業務区分「物品等」、業種「建築物管理」の「廃棄物処理業務」で登

録されている者 

  ⑵ 次の条件のいずれかに該当する者 

   ① 熊谷市内、深谷市内又は寄居町内に本店もしくは支店を置く者 

   ② 熊谷市、深谷市又は寄居町に隣接する埼玉県内の市町村に本店もしくは支店を置く者 

  ⑶ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者 

  ⑷ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立てがなされてい



ない者、又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てが

なされていない者 

  ⑸ 大里広域市町村圏組合契約規則第２０条の２の規定により、大里広域市町村圏組合の一

般競争入札に参加させないこととされた者でないこと 

  ⑹ 熊谷市、深谷市又は寄居町から指名停止措置を受けていない者 

  ⑺ 熊谷市、深谷市及び寄居町の市（町）税（法人の場合は法人市（町）民税、個人の場合

は市（町）民税）に滞納がない者 

 

４ 入札参加資格の有無の確認 

  入札への参加を希望する者は、組合で配布する所定の一般競争入札参加資格審査申請書（以

下「資格審査申請書」という。）に、一般競争入札参加資格等確認資料（以下「確認資料」と

いう。）を添えて持参により提出し、入札参加資格の有無の確認を受けなければならない。 

  ただし、大里広域市町村圏組合公告第２号で告示した大里広域クリーンセンター不燃物処理

施設資源回収業務委託で入札参加資格審査を受けた者は、確認資料の内容に変更がなければ下

記の期間に配布する「一般競争入札参加資格審査申請書」にその旨を記載することで、確認資

料の提出を省略できる。 

  ⑴ 資格審査申請書の配布 

   ① 配布場所  大里広域市町村圏組合 業務課（熊谷衛生センター内）または大里広域

市町村圏組合ホームページからダウンロードすること。 

   ② 配布期間  令和８年１月２１日（水）から令和８年２月３日（火）まで 

           （土曜日、日曜日、祝日を除く。大里広域市町村圏組合ホームページか

らのダウンロードはこの限りでない。） 

   ③ 配布時間  午前９時から午後４時まで（正午から午後１時を除く。大里広域市町村

圏組合ホームページからのダウンロードはこの限りでない。） 

  ⑵ 資格審査申請書の提出 

   ① 提 出 先  大里広域市町村圏組合 業務課（熊谷衛生センター内） 

   ② 受付期間  令和８年１月２９日（木）から令和８年２月３日（火）まで 

           （土曜日、日曜日、祝日を除く） 

   ③ 受付時間  午前９時から午後４時まで（正午から午後１時を除く） 

   ④ 提出部数  １部 

  ⑶ 資格審査申請書の受理 

    受付の時点で明らかに入札参加資格が無いと認められるときは、資格審査申請書を受理

しない。 

  ⑷ 入札参加資格の審査結果通知 

   ① 入札参加資格の審査結果通知は、令和８年２月１０日（火）までに郵送により通知す

る。  

   ② 入札参加資格を有する入札参加希望者には、①の通知の際に必要書類（質問書、入札

書等）の提供を行う。 

   ③ 入札参加資格が無い旨の審査結果通知には、その理由を明示する。 

  ⑸ 入札参加資格の有無の再確認 

    入札参加資格が無い旨の審査結果を受けた者は、令和８年２月１２日（木）まで（土曜

日、日曜日、祝日を除く午前９時から午後４時まで（正午から午後１時を除く））に大里

広域市町村圏組合 業務課（熊谷衛生センター内）に入札参加資格の有無の再確認を求め



ることができる。 

 

５ 質問及び回答 

 ⑴ 仕様書等に関して質問がある場合には、次により質問書を持参し提出すること。 

  ① 提 出 先  大里広域市町村圏組合 業務課（熊谷衛生センター内） 

  ② 受付期間  令和８年２月１６日（月）から令和８年２月１７日（火） 

  ③ 受付時間  午前９時から午後４時まで（正午から午後１時を除く）。ただし、令和８

年２月１７日（火）は午前９時から正午まで。 

 ⑵ 質問書が提出された場合の回答は、次のとおり行う。 

  ① 回 答 日  令和８年２月２０日（金） 

  ② 回答方法  ファクシミリにより送付する。 

 

６ 入札に関する注意事項 

 ⑴ 入札書に記載する金額 

   落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、消費税及び地方消費税相当額を加算

した額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）を落札

金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税相当額を差し引いた金額を入札書に記載

すること。 
 ⑵ 入札の執行等 

   入札回数は、３回までとする。 

 ⑶ 提出書類 

   入札時に、入札書とともに入札金額見積内訳書を提出すること。 

    （当該入札金額見積内訳書の金額は、第１回目の入札書に記載された金額とする。第２回

目以降については、当該入札金額見積内訳書の提出は要しない。） 

 ⑷ 入札の辞退 

  ① 入札の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。 

  ② 入札を辞退しても、これを理由として、以後の入札指名等について不利益な取扱いを受

けることはない。 

 

７ 低入札価格調査制度に係る調査基準価格及び最低制限価格制度に係る最低制限価格は設定し

ない。 

 

８ 入札保証金 

  大里広域市町村圏組合契約規則第３条の３の規定により免除とする。 

 

９ 契約保証金 

  大里広域市町村圏組合契約規則第５条の規定により契約金額の１００分の１０以上とする。 

 

１０ 支払条件 

   毎月の均等払いとする。 

 

１１ 談合等の不正行為に係る損害の賠償 



   大里広域市町村圏組合施設の管理運営等に関する業務委託契約約款（平成２０年告示（甲）

第１号）第２２条第１項の規定により委託金額の１０分の２に相当する額を請求する。 

 

１２ 開札後に関する事項 

   落札決定後、入札結果を公表する。公表の方法は大里広域市町村圏組合 業務課（熊谷衛

生センター内）に掲示するものとする。 

 

１３ その他 

  ⑴ この公告に定めるもののほか、本業務委託に係る入札・契約手続きについては、大里広

域市町村圏組合契約規則の定めるところによる。 

  ⑵ この公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をし

た者の入札及び入札に関する条件に違反した者の入札は無効とする。 

  ⑶ 提出された資格審査申請書及び確認資料は返却しない。 

  ⑷ 入札参加者は、入札後、大里広域市町村圏組合契約規則、大里広域市町村圏組合施設の

管理運営等に関する業務委託契約約款、仕様書等についての不明を理由として異議を申し

立てることができない。 

 

１４ 問合せ先 

  〒３６０－０８５７ 熊谷市西別府５８３番地１ 

  大里広域市町村圏組合 業務課（熊谷衛生センター内） 

  電  話 ０４８－５３０－５５９１ 

  ＦＡＸ ０４８－５３０－１０３７ 

  Ｅ-mail osato-ke@mwe.biglobe.ne.jp 

 

 


